
国民健康保険税が改正されました
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問 医療年金課

　 国保グループ

　 ☎内線1724～1727

　国民健康保険において、高齢者の医療費の増加に伴う保険税の負担に関する公平の確保を図るため、平成28

年度からの国民健康保険税の賦課限度額を引き上げます。また、経済動向等を踏まえ、軽減判定基準の所得を

引き上げ、低所得者に対する保険税軽減措置の拡充を図ります。平成28年度国民健康保険税納税通知書は8月

中旬に発送致します。

改正前 改正後 増減

医療給付費分 520,000円 540,000円 20,000円

後期高齢者支援金分 170,000円 190,000円 20,000円

介護納付金分 160,000円 160,000円 0円

軽減割合 改正前 改正後

７割 33万円以下 33万円以下

５割

33万円＋26万円×（被

保険者数＋特定同一

世帯所属者数）以下

33万円＋26万5千円×

（被保険者数＋特定同

一世帯所属者数）以下

２割

33万円＋47万円×（被

保険者数＋特定同一

世帯所属者数）以下

33万円＋48万円×（被

保険者数＋特定同一

世帯所属者数）以下

◆�世帯ごとの所得に応じた均等割額・平

等割額軽減措置の所得判定基準の変更

5割軽減・2割軽減の対象となる世帯の所

得基準額が引き上げられます。

※�特定同一世帯所属者とは、国民健康保険

から後期高齢者医療制度へ移行したこと

により国民健康保険の被保険者でなく

なった者のことをいいます。今回、7割軽

減の対象についての改正はありません。

◆賦課限度額
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持
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っ
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民
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加
入
資
格
が
発
生
し
た
時
点
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税
を
支
払
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
間
の
医

療
費
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

脱
退
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と

　
資
格
が
な
く
な
っ
て
か
ら
国
民
健

康
保
険
で
診
療
を
受
け
た
場
合
、
国

民
健
康
保
険
で
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担
し
た
分
の
医
療

費
は
返
し
て
い
た
だ
く
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と
に
な
り
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す
。
ま
た
保
険
税
が
二
重
払
い
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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保
険
の
被
扶
養

者
か
ら
は
ず
れ
た
と
き
、
ま
た
は
被

扶
養
者
に
な
っ
た
と
き
、
住
所
、
世

帯
主
、
氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど

も
届
け
出
が
必
要
で
す
。
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年
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課
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ル
ー
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ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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